
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           大阪市内において、還付金詐欺、キャッシュカード詐欺盗並びに預貯金詐欺などの 

                         特殊詐欺が多発しています。特殊詐欺の犯行手口として最初に用いられる手段は、 

                         自宅の固定電話に電話をかけることがほとんどであり、犯人からの電話接触を極力なくす 

                         ことができる「自動通話録音機」が特殊詐欺被害に有効です。 

                           大阪市では、固定電話に設置することで電話着信時に警告アナウンスが流れ、通話 

                         内容を録音する「自動通話録音機」を無償で貸与します。 

貸与は、市民局区政支援室地域安全担当(東住吉区は区役所 5 階 54 番窓口・区民企画課・防犯担当)で行います。 

特殊詐欺の被害者のうち８割が 65 歳以上の高齢者であり、中でも特に、ひとり暮らしの高齢者の方や、高齢者だけの世帯の 

方が狙われやすいことから被害(東住吉区の特殊詐欺認知件数は左下表より、令和４年➡市内ワースト２位/令和５年９月迄    

➡市内ワースト２位タイ)に遭わないためにも、「自動通話録音機」をご活用下さい。 

 

 

                     貸与台数・・・・・・・・・・・一世帯につき一台まで (なお、故障等の不具合が生じた場合には再度貸与します。) 

                     対    象・・・・・・・・・・・市内在住の 65 歳以上の高齢者がいる世帯 

                     申請方法・・・・・・・・・・・市民局区政支援室地域安全担当(大阪市役所本庁舎地下１階) 

                                       または東住吉区役所５階 54 番窓口(区民企画課・防犯担当)にて 

                                    申請書に必要事項を記入し、提出してください。 

                     申請に必要なもの・・・・・申請時に本人確認をいたしますので本人確認書類の持参をお願い 

                                    いたします。 

                                    (例:運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証等) 

                     代理人申請の場合・・・・ご家族や関係者による代理申請も可能です。 

                                        (代理人の方及び申請者の方の本人確認書類、両方が必要です。) 

 

・迷惑電話防止機能付きの固定電話が増えていますので、お使いの電話機に同様の機能がついていないか、 

ご確認ください。(同様の機能がついている場合は貸与をお断りさせていただく場合がございます。) 

                                 ・お使いの電話で「緊急通報システム」などの非常通報装置を使用している場合、正常に稼働しない 

可能性がありますので「自動通話録音機」との併用はできません。 

                         ・機器の電源にかかる電気料金は、自己負担となりなます。(年間 300 円程度) 

                         ・機器の設置は原則、ご自身でお願いします。 

※大阪府警から郵送された案内はがきが届いている方は 65 歳以下の方も対象です。 
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大阪市内・特殊詐欺認知件数

令和４年 令和5年(9月迄)

「大阪府警察本部」ホームページより抜粋   

※注意事項     

貸与要件など   
        

 「この電話は、電話介入による消費者被害と   
特殊詐欺防止のため、会話内容が録音されます。   
これから呼び出しますので、このままお待ちください。」    

非通知着信    

警告アナウンス   

                      「自動通話録音機」の無償貸与を実施しています!  

          ♦なでしこラビット隊・今年度の活動報告/「犯罪防止啓発街頭キャンペーン」開催のお知らせ ►２面 

          ♦特殊詐欺対策に有効な「自動通話録音機」の無償貸与を実施しています!              ►1 面 

2024(令和 6年)   

発行元 / 東住吉区役所 区民企画課 なでしこラビット隊       2024年 ３月 発行    

〒 546-8501 東住吉区東田辺１-１３-４  TEL 06-4399-9990    FAX 06-6629-4564     
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                            ✽青色パトロール車が区内全域をパトロールしています!!✽ 

「なでしこラビット隊」は通常防犯業務として、2 台の青色パトロール車で区内全域のパトロール 

を行っています。今年度の稼働実績として通常勤務時間帯において、延べ 892 回(2 台合計) 

の稼働数、夜間の時間帯においても、週１回の稼働で計 42 回の稼働、小学校の始業式及び 

終業式に際しては、登校時間帯における早朝見守りパトロールを５回実施しています。 

                                                              (いずれも令和６年 2 月末時点での実績) 

パトロールを行う際には、青色回転灯を点灯させ、犯罪防止に向けた「啓発アナウンス」 

(ひったくり被害・特殊詐欺被害・放火被害の防止等)を流しながら犯罪防止・抑止につとめ、日々のパトロールを実施しています。 

   啓発アナウンスを流す際には信号待ち等など同じ場所に停車する際や、小さなお子様が住む 

家庭等の付近にはご要望があった際、啓発アナウンスのボリュームを下げる・止める等の工夫をしながら 

また、お住まいの付近に不審者が出た場合などの情報があった場合は、付近の重点パトロールを 

 行うなど、犯罪防止・抑止に向けて日々のパトロールに従事しています。 

    ※「なでしこラビット隊」は右写真のユニホーム・２台の青色防犯パトロール車でパトロールを行っています!! 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                 ✽民間企業の協力による交通安全講習を実施しました!✽ 

今年度の新たな取組みとして民間企業(サイカパーキング株式会社)の協力を得て、自転車シミュレーター等を使用した交通安全 

講習を学校(園)・会館施設等で実施しました。ラビット隊のパワーポイントによる講習動画を視聴した後、「自転車シミュレーター」～ 

「交通安全クイズ・タッチくん」～「自動車安全運転指導 VR」を体験学習し、交通安全に対するルールやマナーを認識していただきました。 

・「自転車シミュレーター」はモニターによりバーチャルな街を走行し、街中での自転車の運転を模擬体験できます。 

・「交通安全クイズ・タッチくん」はタッチパネル式のパソコンを使用して 

〇×式のクイズに答えながら交通安全について学習できます。 

・「自動車安全運転 VR」はヴァーチャルリアリティで自転車事故を 

   疑似体験でき、交通安全の認識を高めることができます。 

今年度は２月末時点で、幼児から高齢者に至るまで、幅広い 

年齢層に参加していただきました。（来年度以降も実施予定です。） 

《今年度の開催実績》 2023 年 4 月~2024 年 2 月末時点において 12 回開催 

施設種別 実施施設 回数 

小学校(いきいき教室) 湯里小学校・やたなか小中一貫校・矢田西小学校 ３回 

幼稚園         

保育所(園) 

第２すみれ幼稚園・矢田教育の森保育所・今川学園 

鷹合保育所・矢田第３保育所・育和白鷺学園 

６回 

連合施設・会館 住道矢田福祉会館・桑津会館・田辺会館 ３回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区役所では自転車でお越しいただいた方に「ひったくり防止カバー」・「シリンダー式リング錠」の取付けを行っています。(数量に限りがあります。) 

毎月第２金曜日 10:00～11:00 矢田出張所・駐輪場 (３月  ８日・４月１２日) 

毎月第４金曜日 16:00～17:00 区役所北側・駐輪場 (３月２２日・４月２６日) 

※年末年始(12 月 29 日～1 月 3 日)・祝休日を除く ※警報発令時等、中止する場合があります 

キャンペーンについてのお問い合わせは、区役所・区民企画課(防犯担当)まで：℡06-4399-9990 

 

 


